
富山市地域優良賃貸住宅制度要綱 
 
 
第１章 総則     
 
（目的） 
第１条 この要綱は、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等各地域における居住の安定

に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進す

るため、賃貸住宅の整備に対する助成や家賃の減額に対する助成を行う制度を確立し、

優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 
 
（通則） 
第２条 富山市地域優良賃貸住宅については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律（平成５年法律第５２号。以下「特優賃法」という。）、高齢者の居住の安定確保に関

する法律（平成１３年法律第２６号。以下「高齢者住まい法」という。）及び国土交通省

令等に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。  
 
（定義） 
第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところ

による。 
（１）民間事業者等 地域優良賃貸住宅の供給を行おうとする者（公社等を除く。）をいう。 
（２）公社等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令

第１６号。以下「特優賃法省令」という。）第１８条各号に規定する者（サービス付き高

齢者向け住宅の供給にあっては社会福祉法人及び医療法人を含む。）をいう。 
（３）地域優良賃貸住宅 第４号及び第５号に掲げる賃貸住宅をいう。 
（４）一般型 第１３条第１項に掲げる者の居住の用に供するために供給される次に掲げ

る賃貸住宅であって、地域優良賃貸住宅制度要綱（平成１９年３月２８日国住備第１６

０号。以下「地優賃制度要綱」という。）第３条第１項及びこの要綱に基づく市長の認定

を受けた供給計画に基づくものをいう。 
ア 一般型（民間供給） 次に掲げる賃貸住宅をいう。 
（ア）民間事業者等が建設し、管理する住宅及びその附帯施設 
（イ）民間事業者等が改良し、管理する住宅及びその附帯施設 
（ウ）民間事業者等が買取り又は借上げ等を行った上で改良し、管理する住宅及びその附

帯施設 
（エ）民間事業者等が既存の住宅を転用し、管理する住宅及びその附帯施設 
イ 一般型（公社供給） 次に掲げる賃貸住宅をいう。 
（ア）公社等が建設し、管理する住宅及びその附帯施設 
（イ）公社等が改良し、管理する住宅及びその附帯施設 
（ウ）公社等が買取り又は借上げ等を行った上で改良し、管理する住宅及びその附帯施設 
（エ）公社等が既存の住宅を転用し、管理する住宅及びその附帯施設 

（５） 高齢者型 第１３条第２項に掲げる者の居住の用に供するために供給される次に掲

げる賃貸住宅で、地優賃制度要綱第３条第７項に規定する賃貸住宅のうち、この要綱に

基づく市長の認定を受けた供給計画に基づくものをいう。 
ア 高齢者型（民間供給） 次に掲げる賃貸住宅をいう。 



（ア）民間事業者等が建設し、管理する住宅及びその附帯施設 
（イ）民間事業者等が改良し、管理する住宅及びその附帯施設 
（ウ）民間事業者等が買取り又は借上げ等を行った上で改良し、管理する住宅及びその附

帯施設 
（エ）民間事業者等が既存の住宅を転用し、管理する住宅及びその附帯施設 
イ 高齢者型（公社供給） 次に掲げる賃貸住宅をいう。 
（ア）公社等が建設し、管理する住宅及びその附帯施設 
（イ）公社等が改良し、管理する住宅及びその附帯施設 
（ウ）公社等が買取り又は借上げ等を行った上で改良し、管理する住宅及びその附帯施設 
（エ）公社等が既存の住宅を転用し、管理する住宅及びその附帯施設 

（６） 認定事業者 地優賃制度要綱第３条第１項又は第７項及びこの要綱の供給計画の認

定を受けた者をいう。 
（７） 管理業務者 特優賃法省令第１５条第１号の規定及び地域優良賃貸住宅整備事業対

象要綱（平成１９年３月２８日国住備第１６１号）第３条第３項の規定に該当する者を

いう。 
（８）認定事業者等 第６号及び第７号に掲げる者をいう。 
（９）地域優良賃貸住宅の建設 地域優良賃貸住宅を新築することをいう。 
（１０）地域優良賃貸住宅の整備 地域優良賃貸住宅の建設又は地域優良賃貸住宅の供給

のために必要な既存の住宅等の買取り、借上げ、改良をいう。（用途の変更に伴うものを

含む） 
（１１）地域優良賃貸住宅の供給 地域優良賃貸住宅の整備及び管理を行うことをいう。 
（１２）地域住宅計画等 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関

する特別措置法（平成１７年法律第７９号）第６条第１項に規定する地域住宅計画、都

市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第４６条第１項に規定する都市再生整備

計画又は住宅市街地総合整備事業制度要綱（平成１６年４月１日付け国住市第３５０号）

第９に規定する事業計画をいう。 
（１３）高齢者世帯 次の各号の全てに該当する者又は当該者と同居するその配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。）であるもの。 
ア ６０歳以上の者であること 
イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること 
（ア）同居する者がいないこと 
（イ）同居する者が配偶者、６０歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることそ

の他特別な事情により当該入居者と同居させることが必要であると市長が認める者で

あること。 
（１４）障害者等世帯 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

ア 障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の程度が、次の（ア）から

（ウ）までに掲げる障害の種類に応じ、当該（ア）から（ウ）までに定めるとおりとする。 
（ア）身体障害 身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第五

号の一級から四級までのいずれかに該当する程度 
（イ）精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令１

５５号）第６条第３項に規定する一級又は二級に該当する程度 
（ウ）知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度 
イ 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第２条第１項に規定する戦傷

病者でその障害の程度が、恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第一号表ノ二の

特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症に該当する程度 



ウ 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第１１条

第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していないもの 
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成１３年法

律第６３号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等 
（１５）子育て世帯 同居者に１８歳未満の者又は妊娠している者がいる者をいう。 
（１６）新婚世帯 配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

その他婚姻の予約者を含む。）を得て 5 年以内の者であって、市長が別に要件を定める場

合は当該要件に該当する者 
 
第２章 供給計画 
 
（供給計画の認定申請） 
第４条 地域優良賃貸住宅の供給をしようとする者は、地域優良賃貸住宅に関する供給計

画（以下「供給計画」という。）を作成し、市長に認定の申請をすることができる。 
２ 供給計画の認定の申請をしようとする者は、一般型にあっては、富山市地域優良賃貸

住宅（一般型）供給計画認定申請書（様式第１号）、高齢者型にあっては、富山市地域優

良賃貸住宅（高齢者型）供給計画認定申請書（様式第２号）により行うことができる。 
３ 前項の申請書には、様式第１号及び様式第２号に定める書類に、この要綱第１０条第

１号に規定する供給地域内に存し、建設地の近傍で、原則過去３年以内に建築された２

以上の類似の賃貸住宅の概要について記載した近傍家賃リスト（様式第３号）を添付し

なければならない。ただし、近傍に適切な賃貸住宅が存在しない場合は、不動産鑑定書

その他市長が認める書類に代えることとする。 
   
（供給計画の認定） 
第５条 市長は、前項の申請に係る供給計画が地優賃制度要綱第４条及びこの要綱第１０

条に規定する認定の基準（次項において「認定基準」という。）に適合すると認めるとき

は、計画の認定をすることができる。 
２ 前条及び前項の規定は、計画の認定を受けた認定事業者が当該供給計画の変更をしよ

うとするときに準用し、一般型にあっては、富山市地域優良賃貸住宅（一般型）供給計

画変更認定申請書（様式第４号）、高齢者型にあっては、富山市地域優良賃貸住宅（高齢

者型）供給計画変更認定申請書（様式第５号）により市長に変更の申請をしなければな

らない。ただし、次に掲げる軽微な変更を行う場合は、富山市地域優良賃貸住宅供給計

画の軽微変更届出書（様式第６号）により、市長に当該変更の内容について届け出なけ

ればならない。 
（１）賃貸住宅の戸数の変更のうち、５分の１未満の戸数の変更 
（２）賃貸住宅の整備の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日

の６月以内の変更 
（３）その他市長が軽微と認める変更 
３ 市長は、前２項の規定に基づき計画の認定をしたときは、一般型にあっては、富山市

地域優良賃貸住宅（一般型）供給計画（変更）認定通知書（様式第７号）により、高齢者

型にあっては、富山市地域優良賃貸住宅（高齢者型）供給計画（変更）認定通知書（様

式第８号）により、速やかに通知するものとする。 
また、認定基準に該当しないときは、一般型にあっては、富山市地域優良賃貸住宅（一

般型）供給計画（変更）不認可通知書（様式第９号）により、高齢者型にあっては、富山

市地域優良賃貸住宅（高齢者型）供給計画（変更）不認可通知書（様式第１０号）によ



り、速やかに通知するものとする。 
４ 認定事業者は、計画の認定を受けた日の翌日から９０日の間に地域優良賃貸住宅の整

備に着手しなければならない。ただし、国のスマートウェルネス住宅等推進事業補助金

交付要綱に基づく補助金の交付を受ける場合の整備の着手は、当該補助金交付決定通知

の日の翌日から３０日以内とする。 
５ 認定事業者が前項に定める期間内に地域優良賃貸住宅の整備に着手しない場合は、当

該計画の認定は効力を失うものとする。 
６ 第１項の規定に関わらず、次に掲げる者は、同項の認定の申請をすることができない。 
（１）建築基準法、都市計画法その他本市のまちづくりに関する条例等の規定により受け

た必要な措置を講ずるための指導又は勧告に従っていない者で、当該指導又は勧告に従

わないことにつき正当な理由がないと市長が認める者 
（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。）及び同法第２条第６号に規定する暴

力団員（以下、「暴力団員」という。） 
（３）暴力団員が事業主又は役員となっている事業者 
（４）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 
（５）前４号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める

者。 
 
（改善命令） 
第６条 市長は、認定事業者が計画の認定に従って地域優良賃貸住宅の整備又は管理を行

っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に

必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
 
（計画の認定の取消し） 
第７条 市長は、認定事業者が前条の規定により命じられた措置をとらないとき又は計画

内容に虚偽があったときには、計画の認定を取消し、富山市地域優良賃貸住宅供給計画

認定取消通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 
 
（状況報告） 
第８条 認定事業者は、次の各号に定めるところにより、賃貸住宅の整備に関する状況に

ついて富山市地域優良賃貸住宅整備状況報告書（様式第１２号）を市長に報告しなけれ

ばならない。 
（１）地域優良賃貸住宅の整備にかかる工事に着手したとき及び工事が完了したとき 
（２）その他市長が必要と認めて報告を求めたとき 
 
（地位の承継） 
第９条 特優賃法第９条及び高齢者住まい法第１１条の規定に基づく地域優良賃貸住宅の

供給計画の地位を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 
２ 前項の承認申請は、富山市地域優良賃貸住宅地位承継承認申請書（様式第１３号）に

より市長に申請しなければならない。 
３ 市長は、前項の申請を承認したときは、富山市地域優良賃貸住宅地位承継承認通知書

（様式第１４号）により通知するものとする。 
 
第３章 認定の基準 
 



（認定基準） 
第１０条 地域優良賃貸住宅の供給計画は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。   
（１）供給地域は、地域住宅計画等に位置づけられた富山市まちなか居住推進事業制度要

綱で定めるまちなか（以下、「まちなか」という。）及び富山市公共交通沿線居住推進事

業制度要綱に定める公共交通沿線居住推進補助対象地区（以下、「公共交通沿線居住推進

補助対象地区」という。）であること。 
（２）一般型にあっては、特優賃法第３条第１項各号の認定基準に適合すること。 
（３）高齢者型にあっては、サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること。 
（４）富山市地域優良賃貸住宅整備基準に定める基準に適合すること。 
（５）供給戸数は、一般型にあっては１０戸以上（まちなかでは５戸以上）、高齢者型にあ

っては５戸以上で３５戸以下とすること。 
（６）住戸専用面積は、一般型にあっては、５５㎡以上（共有部分の床面積を除く。）、高

齢者型にあっては、４０㎡以上であること。 
（７）高齢者型にあっては、食事の提供に関するサービスを行い、入居者の３分の１以上

の人数が同時に共同して利用できる食堂を設けること。 
（８）賃貸住宅の入居者の資格を、第１３条の規定に基づき定めるものであること。 
（９）賃貸住宅の家賃の額は、第２０条の規定に基づき設定し、近傍同種の住宅の家賃の

額と均衡を失しないよう定めるものであること。 
（１０）賃貸住宅の入居者の選定方法その他賃貸の条件がこの要綱に定める規定に従い、

適正に定められるものであること。 
（１１）地域優良賃貸住宅の管理期間は、一般型は１０年以上、高齢者型は２０年以上と

すること。 
（１２）賃貸住宅の整備に関する資金計画が当該整備を確実に遂行するために適切なもの

であること。 
 
第４章 建設費及び家賃減額補助 
 
（建設に要する費用の補助） 
第１１条 市は、認定事業者に対し、予算の範囲内において、高齢者型の建設に要する費

用の一部を、富山市地域優良賃貸住宅整備費補助金交付要綱に定める規定により補助す

ることができる。 
 
（家賃減額に要する費用の補助） 
第１２条 市は、まちなか又は公共交通沿線居住推進補助対象地区で地域優良賃貸住宅の

整備を行う認定事業者が、地域優良賃貸住宅の家賃を減額する場合は、当該認定事業者

に対し、その減額に要する費用の一部を、富山市地域優良賃貸住宅家賃減額補助金交付

要綱に定める規定により補助することができる。 
 
第５章 入居者の募集及び選定 
 
（入居者の資格） 
第１３条 一般型の入居者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものであって、特優

賃法省令第１条第１項第３号に基づく所得が３８万７千円以下のもの。 
（１）子育て世帯 
（２）新婚世帯  



（３）高齢者世帯 
（４）障害者等世帯 
（５） 災害により滅失した住宅に居住していたもの（当該災害発生の日から３年間に限る） 
（６）災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯として、市長が

地域住宅計画等に定めるもの。 
２ 高齢者型の入居者の資格は、次の各号に該当するものとする。 
（１）高齢者世帯であって、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成１３年

国土交通省令第１１５号。以下「高齢者住まい法省令」という。）第１条第１項第３号に

基づく所得が３８万７千円以下であること。 
（２）国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則（平成

２３年厚生労働省・国土交通省令第２号。）第３条に該当する者であること。 
３ 次の各号のいずれかに掲げる場合であっては、前２項中「３８万７千円」とあるのは

「４８万７千円」と読み替えて同項の規定を適用する。 
（１）既存建築物を活用して供給がおこなわれる場合 
（２）ＰＰＰ／ＰＦＩ事業により供給が行なわれる場合 
（３）公営住宅法第３０条に基づき住宅のあっせんを受けた者が入居する場合（他にあっ

せんのための適切な住宅がない場合に限る。） 
 
（入居者の募集方法） 
第１４条 地域優良賃貸住宅の入居者は、管理業務者が公募するものとする、ただし、別

に定める特別な事由がある者または一般型にあっては次に掲げる者を入居させる場合に

あっては、公募によらず入居させることができる。 
（１）１８歳未満の同居する児童が３人以上いる者 
（２）配偶者がない者で現に１８歳未満の児童を扶養している者 
（３）入居者又は同居親族に心身障害者がある者 
（４）入居者又は同居親族に６０歳以上の者が含まれている者 
（５）公営住宅の収入超過者である者 
２ 前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも１週間

前に、新聞掲載、掲示等の方法により公告して行わなければならない。 
３ 第１項及び第２項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲

げる事項を示して行わなければならない。 
（１）賃貸する住宅が地域優良賃貸住宅であること 
（２）賃貸住宅の所在地、種類、戸数、規模及び構造 
（３）認定事業者等の名称及び主たる事務所の所在地 
（４）入居者の資格 
（５）家賃その他賃貸の条件 
（６）入居の申込みの期間及び場所 
（７）申込みに必要な書面の種類 
（８）入居者の選定方法 
４ 前項第６号の申込みの期間は、少なくとも１週間としなければならない。 
 
（公募・抽選結果の報告） 
第１５条 認定事業者は、前条第４項における入居申込を受理した戸数が賃貸住宅の戸数

を超える場合は、公開抽選その他の公正な方法により、当選者及び補欠者を選定するも

のとし、抽選結果は速やかに申し込みをした者に通知しなければならない。 
２ 認定事業者は、公募が終了したとき又は前項により通知したときは、市長に富山市地



域優良賃貸住宅入居者募集・抽選結果報告書（様式第１５号）を提出しなければならな

い。 
 
（入居の承認） 
第１６条 認定事業者は、地域優良賃貸住宅に入居しようとする者について、富山市地域

優良賃貸住宅入居者資格審査依頼書（様式第１６号）により、次の関係書類を添付して、

市長の承認を受けなければならない。 
（１）入居申込者全員の所得（非課税）証明書 
（２）本人の住宅の賃貸借契約書又は居住状態を証明できる書類 
２ 市長は、前項の規定による依頼があったときは、その内容を審査し、第１３条に規定

する入居者の資格を満たすときは、富山市地域優良賃貸住宅入居承認通知書（様式第１

７号）により通知するものとする。 
   
（賃貸借契約の締結） 
第１７条 認定事業者が入居者又は入居予定者と締結する賃貸借契約は、一般型にあって

は、市長が定める賃貸借契約書（一般型）（様式第１８号）によるものとする。 
 
（賃貸条件の制限） 
第１８条 認定事業者は、次の各号に掲げる場合を除くほか、賃借人から権利金、謝金等

の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。 
（１）毎月その月分の家賃を受領する場合 
（２）家賃の３月分を超えない額の敷金を受領する場合 
（３）高齢者の居住の安定確保に関する基本方針（平成２１年厚生労働省・国土交通省告

示第１号）三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの提供の対価として金銭を受領さ

せる場合   
（４）終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場

合（高齢者住まい法第５２条の認可を受けた場合に限る） 
 
（賃貸借契約の解除） 
第１９条 認定事業者は、入居者が不正の行為によって地域優良賃貸住宅に入居したとき

は、当該地域優良賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなけれ

ばならない。 
 
第６章 家賃及び入居者負担額の設定 
 
（家賃の設定及び変更） 
第２０条 認定事業者は、地域優良賃貸住宅の家賃を、一般型にあっては、特優賃法第１

３条第１項の規定に基づき特優賃法省令で定める額の範囲内において、近傍同種の家賃

の額と均衡を失しないように定めるものとする。 
２ 認定事業者は、地域優良賃貸住宅の家賃を、高齢者型にあっては、近傍同種の家賃の

額と均衡を失しないように定めるものとする。 
３ 前２項の規定は、家賃を変更する場合に準用し、変更する場合、認定事業者は、富山

市地域優良賃貸住宅家賃変更協議書（様式第１９号）により市長と協議するものとする。 
４ 市長は、前項の規定による協議を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認

められるときは富山市地域優良賃貸住宅家賃変更決定通知書（様式第２０号）により通

知するものとする。 



 
（入居者負担基準額の設定） 
第２１条 市長は、富山市地域優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱第４条に定める基準

により入居者負担基準額を設定するものとする。 
 
（家賃の減額）  
第２２条 認定事業者は、入居者の居住の安定を図るため、家賃と前条に規定する入居者

負担基準額との差額以内を当該家賃から減じて入居者負担額とするものとする。 
２ 前項の規定による補助は、入居者負担基準額が家賃の額を超える場合には、行わないも

のとする。  
 
（家賃の支払方法） 
第２３条 認定事業者は、毎月その月分の家賃を受領するものとする。ただし高齢者型に

おいては、高齢者住まい法第５２条の認可を受けた場合には、この限りでない。 
 
第７章 収入の認定及び入居者負担額の決定等 
 
（収入を証する書類等の提出） 
第２４条 認定事業者は、入居者が第１２条の規定による家賃の減額に要する費用の補助

を受けようとするときは、毎年度、入居者の所得を証する書類等（以下「所得証明書等」

という。）を添付した申請書を市長に提出しなければならない。 
 
（収入の認定及び入居者負担額の決定等） 
第２５条 市長は、認定事業者から前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査

し入居者の所得を認定して、第２０条及び第２１条に定めるところにより当該入居者の

入居者負担額を定め、補助すべき額を決定するものとする。 
 
（所得証明書等の提出がない場合の措置） 
第２６条 認定事業者は、入居者が第１６条に規定する所得証明書等を提出しない場合は

家賃の減額を行わないものとする。 
 
第８章 管理業務者 
 
（管理業務者の基準） 
第２７条 管理業務者は、次のいずれかに該当するものとする。 
（１）地方住宅供給公社 
（２）農住組合 
（３）日本勤労者住宅協会 
（４）地方公共団体（その出資され又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資

され、又は拠出されている法人を含む。）の出資若しくは拠出に係る法人 
（５）民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された法人で、賃貸住

宅の管理を行うことを目的とするもの 
（６）農業協同組合で農業協同組合法（昭和２３年法律第１３２号）第１０条第５項に規

定する事業を行うもの 
（７）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人(サービス

付き高齢者向け住宅を供給する場合に限る) 



（８）医療法（昭和２３年法第２０５号）第３９条に規定する医療法人(サービス付き高齢

者向け住宅を供給する場合に限る)  
（９）賃貸住宅の管理を業として行う民間法人で、原則として宅地建物取引業法（昭和２

７年法律第８９号）第３条第１項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、次

の事項ごとに定める基準に該当するもの。 
ア 賃貸住宅の管理経験に関して、次に掲げる事項に該当するものであること。ただし、

地域優良賃貸住宅であって当該賃貸住宅の管理を引き続き従前の管理者が行うもの

にあっては、次の（ア）のみに該当すればよいものとする。 
（ア）３年間以上賃貸住宅の管理を行っていること。 
（イ）特優賃法省令第1条第１号又は第２号に規定する耐火構造又は準耐火構造の住宅で

ある賃貸住宅を５０戸程度以上、その他の賃貸住宅を含めて１００戸以上管理してい

ること。 
イ 経営の内容が、次に掲げる事項に該当するものであること。 
（ア） 最近５年間、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）、宅地建物取引業法等の

法令に違反していないこと。 
（イ） 自己資本の額が３００万円以上であること。 
（ウ） 最近３年間の経常収支が黒字である等、経営内容が健全であること。 
ウ 賃貸住宅の管理業務に関する体制 
（ア） 賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当す

るものであること。 
a 賃貸住宅の管理業務に関する専門の体制を有すること。 
b 賃貸住宅の管理戸数に対応した相当数の人員を有すること。 
c 以下の賃貸住宅に係る管理業務を自社又は管理業務の再委託を受ける自社の関連

会社等で全て行っていること。 
(a) 入居者の募集及び選定に関する業務 
(b) 賃貸契約の締結及び更新に関する業務 
(c) 家賃、共益費等の改定に関する業務 
(d) 家賃、共益費等の収納に関する業務                  
(e) 入居者の未納金の催促及び徴収に関する業務 
(f) 住宅の維持管理に関する業務 

（イ） 地域優良賃貸住宅を適切に管理することができるよう事務所等の位置が次のい

ずれにも該当するものであること。 
a 富山市内にあること。   
b 賃貸住宅の管理上必要な対応を迅速に行うことができること。 

 
（管理業務者の業務） 
第２８条 管理業務者の業務は、次に掲げる事項とする。 
（１）入居者の募集及び選定に関すること。 
（２）賃貸借契約の締結及び更新に関すること。 
（３）家賃、敷金及び共益費の受領並びに清算に関すること。 
（４）入居及び退去手続きに関すること。 
（５）住宅の維持・修繕に関すること。（入居者の負担（共益費を含む。）により行うべき

ものに限る） 
（６）第１２条に規定する家賃減額に要する費用の補助に関すること。 
（７）その他地域優良賃貸住宅の管理に関すること。 
 



（管理業務者の委託及び変更） 
第２９条 認定事業者は、管理業務者に地域優良賃貸住宅の管理を委託するときは、管理

委託契約書（様式第２９号）に従って作成し、契約を締結しなければならない。 
２ 認定事業者は管理業務者を変更しようとするときは、第５条第２項の規定に基づく市

長の認定を受けなければならない。 
 
（表示） 
第３０条 認定事業者は、地域優良賃貸住宅の整備にかかる工事の期間及び管理期間中は、

当該住宅が富山市地域優良賃貸住宅である旨の表示をしなければならない。 
 
（共益費） 
第３１条 認定事業者は、入居者から地域優良賃貸住宅の共用部分の維持管理及び良好な

居住環境を保持するために必要な費用を共益費として受領することができる。 
 
（状況報告） 
第３２条 認定事業者は、毎年３月末日現在における当該地域優良賃貸住宅の管理の状況

について、毎年５月末までに富山市地域優良賃貸住宅管理状況報告書（様式第２１号）

により市長に報告しなければならない。 
２ 認定事業者は、地域優良賃貸住宅の適正な管理を行うことが困難又はその恐れが生じ

たときは、速やかに市長に報告しなければならない。 
３ 市長は、その他必要と認めたときは、認定事業者に対し、管理の状況について、富山

市地域優良賃貸住宅管理状況報告通知書（様式第２２号）により報告を求めることがで

きる。 
 
第９章 その他 
 
 （地域優良賃貸住宅の目的外使用） 
第３３条 認定事業者は、当該住宅の全部又は一部について、３月以上、第１３条に規定

する資格を有する入居者が確保できないときは、市長の承認を受けて、当該の全部又は

一部を、当該資格を有する者以外の者で、地域住宅計画に記載した配慮入居者等に賃貸

することができる。この場合においては、当該賃貸借を、借地借家法（平成３年法律第

９０号）第３８条第１項の規定による建物の賃貸借（５年を上回らない期間を定めたも

のに限る。）としなければならない。 
２ 前項の承認申請は、富山市地域優良賃貸住宅目的外使用承認申請書（様式第２３号）

により市長に申請しなければならない。 
３ 市長は、前項の申請を承認したときは、富山市地域優良賃貸住宅目的外使用承認通知

書（様式第２４号）により通知するものとする。 
 
（地域優良賃貸住宅の用途の終了） 
第３４条 地域優良賃貸住宅であって、管理開始後２０年以内のものについては、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）その他法令の規定による場合のほか、次のいずれかに

該当するものとして市長の承認を受け、かつ、その住宅の処分に係る大臣等の承認を受

けることで、当該地域優良賃貸住宅の用途の廃止をすることができるものとする。 
（１）次に該当する場合 

ア 管理期間が１０年以上経過している住宅であって社会及び経済情勢の変化等によ

り空家となったもので、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず入居者がな



いこと。 
イ 本来入居者の入居を阻害せず、当該地域優良賃貸住宅の適正かつ合理的な管理に支

障を及ぼさないこと。 
（２）災害、老朽化等により地域優良賃貸住宅として引き続き管理することが不適当なと

き。 
（３）建て替えを行うため必要があるとき。 
（４）都市計画事業等を施行するため必要があるとき。 
（５）その他やむを得ない事情があるとき。 
２ 前項の承認申請は、富山市地域優良賃貸住宅用途廃止承認申請書（様式第２５号）に

より市長に申請しなければならない。 
３ 市長は、前項の申請を承認したときは、富山市地域優良賃貸住宅用途廃止承認通知書

（様式第２６号）により通知するものとする。 
４ 認定事業者は、地域優良賃貸住宅が供給計画に定められた管理期間を経過した場合に

おいては、遅滞なく富山市地域優良賃貸住宅管理期間終了報告書（様式第２７号）によ

り市長に報告しなければならない 
５ 市長は、前項の地域優良賃貸住宅の用途終了認定を行ったときは、富山市地域優良賃

貸住宅用途終了通知書（様式第２８号）により、認定事業者に対し通知するものとする。 
 
（指導監督等） 
第３５条 市長は、地域優良賃貸住宅の整備及び管理について、随時、必要な検査及び聴

取を行い、又は認定事業者等に対して資料の提供及び報告の提出を求めることができる。 
 
（個人情報の保護） 
第３６条 認定事業者等は、地域優良賃貸住宅制度により得た個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講じるよう努めなければならない。 
２ 認定事業者等は、保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ速やかに廃棄又

は消去しなければならない。 
 
（実施の細目） 
第３７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
 
附 則 
 この要綱は、平成２０年１月 1 日から施行する。 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２４年４月 1 日から施行する。 
（経過措置） 
２ 平成２４年３月３１日までに改正前の地域優良賃貸住宅（一般型）に該当していたも

のについては、改正後の富山市地域優良賃貸住宅制度要綱の規定にかかわらず、なお従

前の例による。 
３ 平成２４年３月３１日までに改正前の地域優良賃貸住宅（高齢者型）に該当していた

ものについては、改正後の富山市地域優良賃貸住宅制度要綱の規定にかかわらず、なお

従前の例による。 
附 則 
 この要綱は、平成２４年８月 1 日から施行する。 



附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ 平成２７年６月３０日までに事業に着手済である場合にあっては、第１３条第１項及

び第２項中「３８万７千円」とあるのは「４８万７千円」と読み替えるものとする。 
附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 
 
 


